[bookmark: _GoBack]土地利用構想に係る意見書

令和　　年　　月　　日

	ふりがな
氏名
代表者氏名
	

	
	

	住所
	


	連絡先
	



 
小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例第１０条第１項の規定により、下記の土地利用構想について意見書を提出します。
なお、提出した土地利用構想に係る意見書は、同条例第１１条第２項の規定により縦覧に供することを承諾します。
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	事業場所
	



	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


記入欄が不足の場合は別紙でご提出ください。
※裏面注意事項をご確認ください。
意見書を提出される際の注意事項

(１) 意見書をご提出できる方
事業区域に隣接する方、及び事業区域の境界線から５０ｍ以内の区域に土地又は建物を所有する方。（※詳細については下記問合せ先へご確認ください。）
(２) 意見書のご記入にあたり
①　複数の方が同様のご意見の場合は、代表者の方がご提出してください。
②　氏名、住所、連絡先は必ずご記入ください。
③　意見書の内容について、市から確認をとらせていただく場合があります。
④　本意見書は事業主に送付いたします。
(３) 意見書の内容
本意見書は大規模開発事業において安全で快適なまちづくりを図るための意見書であり、事業主に対する意見に限ります。
下記の様な、事業計画とは直接関係ない内容や個人的な要望・要求の意見、また損失補償を求める意見や市に対する意見は受け付けられません。

≪記載例≫ (可：○、不可：×)
○：事業地に接する道路は通学路になっているため、児童の交通安全対策を十分検討してほしい。
○：周辺のまちなみと調和するような事業計画としてほしい。

×：開発により居住者が増えるため、通学路を見直してほしい。
⇒通学路の見直しは事業主ではなく、各学校が行うものであり、事業計画　とは直接関係ない内容であるため受け付けできません
×：自宅の日当たりを確保したいので、公園を自分の家の隣に設置してほしい。
⇒個人的な要望・要求は受け付けできません
×：日影等によって資産価値が下がるので、補償をしてほしい。
⇒損失補償を求める意見は受け付けできません
　　　　×：計画を見直すよう市から指導してほしい。
⇒市に対する意見は受け付けできません

 (４) 意見書の提出方法
意見書の内容をご確認させていただきますので、下記問合せ先までご持参ください。
提出方法についてご相談がございましたら、下記問合せ先までご連絡ください。

※市に対するご意見は直接下記へお問合せください。問合せ
小平市役所(４階)　都市計画課　開発指導担当
電話：０４２－３４６－９８２９


